
 

 

※２ 原則役員および事業主や役員と同居の親族は雇用保険に加入できませんが、事業主の指

揮命令下で他の労働者同様の勤務時間や給与などから「従業員として働いている実態（労働者

性）」が認められる場合に限り、雇用保険に加入することができます。 

（別途、兼務役員実態証明や「同居の親族」雇用実態証明書の手続きが必要です） 
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２つ以上の会社で働いている場合は社会保険とは異なり、基本的には１週間のうちで１番長

い時間働いている会社１社だけで加入することになります。 

（６５歳以上の労働者で勤務時間が２０時間未満の場合、２つの事業所での勤務時間を合計

して要件を満たせば雇用保険に加入することができます。※バックナンバーNo.198参照） 

いいえ 

はい 

以下のいずれかに該当する（ ③④においては試用期間も対象です ） 

①代表取締役かつ報酬あり ②常勤役員 ③正社員 

④週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の３／４以上のパート、

アルバイト等（以下「加入要件」とする） 

※１ 今後段階的に人
数要件は撤廃されます 

会社の従業員数（厚生年金加入者）

が５１人以上である ※１ 

いいえ はい 

いいえ 

次の条件全てにあてはまる 

・週の労働時間が２０時間以上 

・月額賃金が８８，０００円以上 

・２ヵ月を超える雇用見込がある 

・学生ではない 

はい 

はい いいえ 

雇用契約書等で定められた加入要件未満である従業員が、２ヵ月続けて加入要件を満

たして勤務し、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、

３ヵ月目の初日に社会保険に加入する必要があります。 

※厚生年金加入者が５１人以上の会社は加入要件の時間が週２０時間になります。 

 

複数の会社で働いている人のうち、それぞれの会社で加入要件を満たしている場合

はそれぞれの会社で手続きが必要です。それぞれの会社の給与を合計して社会保険

料が決まり、その保険料をそれぞれの会社で按分して支払うことになります。 

 

在職中の労働者であれば、健康保険は７５歳の誕生日まで（誕生日翌日以降は後期

高齢医療制度）、厚生年金保険は７０歳の誕生日前日までです。 

※１ 昼間学生であっても以下のいずれかに該当する場合は、雇用保険の加入対象となります。 

①卒業見込みで継続雇用予定 

②休学中 

③夜間・定時制 
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迷いやすい！労災保険・雇用保険・社会保険の加入判断ポイント 

今回は、労災保険・雇用保険・社会保険の加入について、実務で判断に迷いやすいポイントを整理しました。フローチャートを活用しながら、正しい加入手続きの確認にお役立てください。    

１週間の所定労働時間が２０時間以上で

ある 

対象外 ※２ 

３１日以上引き続き雇用される 

ことが見込まれる者である 

対象外 

労働者である 

（昼間学生ではない）※１ 

対象外 対象 

 

 複数の会社で働いている場合は？ 

 
雇 用 保 険 

労働者である 

労 災 保 険 

 労災保険の対象者は？ 

雇用形態や労働時間・雇用期間は関係ありません。 

会社に雇用されているすべての労働者が対象です。 

また、労働者ごとの手続きは必要ありません。 

対象外 

対象 

代表取締役や役員は、原則として労災保険の対象外とされてい

ますが、例外的に「特別加入制度」を利用することで、労災保

険に加入することが可能です。 

ただし、特別加入には、労働保険事務組合への委託が必要など、

一定の要件があります。 

 事業主は労災には加入できない？ 

外国人を雇用した場合は、雇用保険の加入対象外でも「外国人雇用状況」の届け出が必要です。 

 外国人を雇用した場合は？ 

 社会保険（健康保険・厚生年金保険） 労 働 保 険 

≪今回の記事は、雨宮が担当しました。≫ 

対象 

対象外 

対象外 対象 

雇用契約書と実態に乖離がある場合は？ 

 複数の会社で働いている（二以上勤務者）場合は？ 

何歳まで加入できるのか？ 

■  雇用保険料率変更のお知らせ ■ 
2026年4月1日からの雇用保険料率は以下の通りです。変更後の保険料
率は、4月に締日のある給与から反映してください。 

■  子ども・子育て支援金の納付が始まります ■ 
2026年4月分（5月納付分）より納付が始まります。（料率:0.23％） 
手続きをご依頼いただいている顧問先様には、社員の方から徴収する社会 
保険料一覧表をお送りしますのでご確認ください。 

労災保険や雇用保険でいう「労働者」とは、

事業主の指揮命令のもとで働き、賃金を受け

る人をいいます。同居の親族は原則として労

働者とされず、加入は出来ません。 

労働者 事業主 全体

一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000

建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000

負担者

事業の種類事業の種類

事業の種類


